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はじめに 

 

 

 近年、高齢化率の上昇や高度情報化の進展を背景に、インターネットを通じた

特殊詐欺をはじめとする消費者被害が多発するなど、消費者被害の手口は悪質

化・巧妙化しています。また、成年年齢の引き下げによる消費者被害の拡大に対

する対応も必要となるなど、私たち消費者を取り巻く環境は日々変化し、複雑か

つ多様化しています。 

生活情報センターでは、消費者安全法に規定する資格を有した相談員が相談を

受けて、助言やあっせん等を行い、新たな事例にも対応した問題解決に取り組ん

でいます。 

令和 5 年度に受け付けた相談総件数は 503 件で、前年度の 518 件から微減しま

した。相談内容の傾向としては、4 年度に引き続き、ネット通販トラブルに関す

る相談が多く寄せられました。 

また、消費者問題の解決や消費者被害の防止に向けて、消費者セミナーの開催

や講師派遣、情報提供の啓発事業にも取り組んでいます。 

 「消費者行政この 1年」は、生活情報センターが令和 5年度に実施した消費者

行政の概要をまとめた冊子です。今後の消費生活に役立てていただければ幸いで

す。 
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消費者行政の概要 

 

 八幡市における消費者行政は、昭和 53 年に「消費生活相談窓口」を開設した

のがはじまりで、昭和 59 年に「市民課消費者コーナー」に、昭和 61 年からは、

「八幡市消費者コーナー」の名称で消費者保護業務を行ってきました。  

 平成 5 年 4 月 1 日、現在の男山中央センターに移転し、名称を「八幡市生活

情報センター」に改め、府下市町村で初めての“消費生活センター”として、市

民の暮らしを守っています。平成 21 年度からは、消費者庁の発足に伴い、消費

生活センターの機能充実を図り、平成 28 年度には、消費者安全法の改正に伴い、

八幡市生活情報センター条例を制定し運用しています。  

 八幡市生活情報センターでは、市民の暮らしの中における商品やサービスな

どの欠陥・虚偽または誇大な表示､不当な取引から消費者の権利を擁護するとと

もに、市民生活の安定と向上を確保するために、次の事業を行っています。  

 

1．法に規定する消費生活センターに関すること 

2．消費者教育及び指導に関すること 

3．消費者団体の育成及び指導に関すること 

4．消費者活動の場所の提供に関すること 

5．その他消費者安全の確保に関すること 

 

Ⅰ 相談事業 

毎日の暮らしの中で起きる商品・サービス等の苦情の相談を受け、解決にむけ

て積極的な対応に努めています。  

相談には、法に規定する資格を有した相談員を配置して対応しています。  

 

1．消費生活相談の概要 

（1）消費生活相談件数 

令和 5 年度に受け付けた相談総件数は 503 件と、幾分減少したもののほぼ前年

度並みでした。相談内容の傾向としては、ネット通販の利用による相談件数 198

件と全体の約 4 割を占めています。令和 4 年 6 月に特定商取引法における表示の

規制強化がなされたにもかかわらず、相談件数は高止まり傾向にあります。  
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（2）相談件数の推移                        （単位：件，％） 

  ※令和 5 年度より市のホームページの問い合わせフォームでの相談受付を開始。 

   問い合わせフォームでの相談を文書による相談方法としています。 

  

(単位：件) 
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問合せ

苦 情

年 度 令和 5年度 令和 4年度 令和 3年度 令和 2年度 令和元年度 

総 数 503 518 520 605 586 

区 分 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 件数 比率 

相
談
種
別 

苦 情 429 85.3 418 80.7 441 84.8 551 91.1 529 90.3 

問合せ 74 14.7 100 19.3 79 15.2 54 8.9 57 9.7 

要 望 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

相
談
方
法 

来 庁 168 33.4 171 33.0 144 27.7 163 26.9 210 35.8 

電 話 327 65.0 347 67.0 376 72.3 442 73.1 376 64.2 

文 書 8 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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（3）相談件数トップ 10項目                  （単位：件，％） 

 

・相談件数トップ 10項目の主な内容 

商品一般（迷惑メール、SMS不在通知、架空請求、身に覚えのない商品など）  68件 

① 取引のない銀行から「お客様の口座に異常な取引が発覚し、凍結されました。連絡いただけない

場合、法的措置を講じます。」というメールが届いた。無視して大丈夫か。 

② 携帯電話に、荷物の不在通知や電話番号の先頭に＋がついた不審な番号の着信がある。詐欺電話

ではないかと思うが心配だ。 

③ 大手携帯電話事業者を騙り、「1 年前のアプリの利用料金 30 万円が未納のため民亊裁判をする。 

今なら 3万円で取り下げる」という電話があった。怪しいと思い電話を切った。  

④ 海外から覚えのない配達物が届いた。受け取り拒否をしたいが、私の住所氏名がわかる状態で相

手に返すのが不安だ。 

化粧品（通信販売、定期購入、解約など）  29件 

① 夫がスマホで男性の頭部を映した育毛剤の広告を見て注文した。届いた商品は女性用で「回数し

ばりなし」と大きく表示してあったのに 5回しばりだった。どうしたらいいのか。 

② テレビ CM を見て、定期購入の美容液を電話で注文した。しかし、肌に合わず解約の連絡をする

と 5回しばりだといわれた。注文時に聞いていない。 

③ SNSの広告を見て歯を白くする歯磨き粉を購入したが、定期購入になっていたみたいだ。次回発

送の 7日前までに解約の連絡が必要と書いてあるが、電話をしても繋がらない。 

④ SNSの広告で美容パッチをみて注文した。1回だけのつもりだったが 2回目が届いた。解約フォ

ームに入力したが完了できない。 

 

 

上位 商品・役務別相談内容 令和 5年度 令和 4年度 前年度比 

1 
商品一般（迷惑メール、ＳＭＳ不在通知、架空請求、身

に覚えのない商品など） 
68件 75件 90.7% 

2 化粧品（通信販売、定期購入、解約など） 29件 39件 74.4% 

3 
役務その他（パソコンウイルス除去、質問サイト、ロー

ドサービス請求費用など） 
20件 26件 76.9% 

4 
工事・建築・加工（屋根・外壁・住宅リフォーム、トイレ

衛生設備など） 
19件 18件 105.6% 

5 他の教養・娯楽（オンラインゲーム、スマホアプリなど） 18件 9件 200.0% 

6 電気（小売り電力契約、電気料金の架空請求など） 17件 8件 212.5% 

7 移動通信サービス（携帯回線契約、解約など） 16件 15件 106.7% 

8 医療（インプラント治療、医療脱毛など） 13件 5件 260.0% 

9 修理・補修（屋根修理、配管詰まりなど） 12件 11件 109.1% 

10 インターネット通信サービス（回線契約、料金請求など） 12件 18件 66.7% 
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役務その他（パソコンウイルス除去、質問サイト、ロードサービス請求費用など）  20件 

① パソコンのインターネットで、広告枠の「続ける」をクリックしたらセキュリティ警告が表示さ

れ、ロックされたような状態になった。ウイルスに感染していないか心配だ。 

② パソコンを利用していると突然セキュリティブロックされていると警告表示が出た。4か所の電

話番号と大手の OSのロゴが表示されている。電話すべきなのか。 

③ 多機能プリンターの使用方法を調べるため、質問サイトに入った。メールアドレス、クレジット

カードナンバーを入力。500円を支払ったがまともな回答を得られない。解約したい。 

④ 駐車場でタイヤがパンクしたので、ネットで見つけたロードサービスに対応してもらった。スペ

アタイヤは空気が減っているので使えないといわれ、新品を購入。基本料金 3,280円からと記載

があったのに、タイヤ交換作業だけで 94,000円請求された。クーリング・オフができるのか。 

工事・建築・加工（屋根・外壁・住宅リフォーム、トイレ衛生設備など）  19件 

① 以前、屋根工事をした大手企業から依頼されたといって、業者が屋根点検に来た。何カ所か損傷

があると言われた。翌日に、材料を購入したので内金を支払ってほしいと言われ 1 万円支払っ

た。見積書も契約書もないので心配だ。 

② 一人暮らしの母が外壁塗装の契約をし、頭金 80 万円を支払ってしまった。6 日前に契約をした

ようだ。クーリング・オフは可能なのか。 

③ サンルームを建てるため 185万円の契約をした。頭金 100万円支払ったが、きっちりとした契約

を交わしていない。工事職人の体調不良で未着工だが材料は手配済みになっている。解約はでき

るだろうか。 

④ 浴室とトイレの改装後、排水が詰まるようになった。排水管洗浄を何回かしたが改善せず、他社に調

べてもらったら、地中の配管がずれていた。改装会社に今までかかった費用を負担してもらえるか。 

他の教養・娯楽（オンラインゲーム、スマホアプリなど）  18件 

① 未成年の息子が、親のクレジットカードを盗みオンラインゲームで課金し 100 万円の高額請求

通知が来た。何をどうしたらいいのかわからない。 

② 小学校低学年の孫が遊びに来た際、私のスマホでオンラインゲームをして 13 万円もの高額課金

をした。携帯ショップに相談すると生活情報センターに相談するように言われた。 

③ スマホのアプリを解約したはずなのにクレジットカードに請求が来る。 

④ 有料ネット競馬情報サイトのサブスクリプションを解約したが、毎月引き落としがある。サイト

にメールで問い合わせたら、契約当時の履歴情報を求められた。しかし、当時のスマホを初期化

したため情報が残っていない。どうしたらいいのか。 

電気（小売り電力契約、電気料金の架空請求など）  17件 

① 訪問販売で、電気料金が安くなるといわれ、電力小売事業者と契約した。一人暮らしなのに、通常

の 4倍の料金請求が来た。 

② 電気料金が高くなった。海外の戦争や円安のほかに、数年前に電気の契約先をガス会社に変更

したのが影響しているのか。 

③ 固定電話に自動音声アナウンスでの着信で、2時間後に停電する旨のアナウンスがあった。不審

に思い電話を切った。詐欺だと思う。 

④「電気代未払いで電気を止める。」と電話があり、「1を押すと解決する。」と言われたが、先に電

話が切れた。放置してよいか。 
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移動通信サービス（携帯回線契約、解約など）  16件 

① 携帯ショップでスマホを購入した。機種代を一括払いにしたのに口座から引き落としされた。 

② 携帯電話の契約をしたが支払いは毎月総額 1,433円と言われていたのに 2,000円を超えている。

話が違う。 

③ スマホの通信料が安くなるといわれて乗り換えたら、通信が悪くなり、解約したが請求書が何度

も来る。 

④ 夫が亡くなり、契約していた携帯電話の解約をショップで手続した。その後も、毎月 1,080円引

き落とされている。事業者に問い合わせたら、オプションだといわれた。理解できない。 

医療（インプラント治療、医療脱毛など）  13件 

① インプラントの契約をした際、事前の見積りより高額な治療を勧められ不信感を覚えた。解約を

申し出ると、多額の解約手数料を請求された。 

② 4年前にインプラントした 4本と前歯 6本が抜けた。10年保証なのに、歯周病のせいにされ一部

しか返金されない。納得できない。 

③ 契約した脱毛クリニックが倒産したようだ。30万円のクレジット契約をした。10回中 3回通っ

ただけなので返金してほしい。 

④ 産婦人科医院で、ある検査を受けるかどうか医師と相談してから決める予定だったのに、相談前

に検査されたうえ、自費支払いになっていた。納得できない。 

修理・補修（屋根の修理、配管詰まりなど）  12件 

① 隣家の工事業者だと騙る人に、「屋根が壊れているのが見えたので 3,000円で点検する。」と言わ

れ、見てもらうことにしたが、隣家の工事業者ではないことが分かった。断り方がわからない。 

② 太陽光パネルの無料点検をしてもらったら、電気系統に問題はないがパネルの洗浄が必要と言

われ 30万円で契約した。洗浄は 1人で、1時間程度で終了した。費用が高額すぎるように思う。 

③ 配管の洗浄をしないかと訪問勧誘を受け、書類をもらったが契約はしていないと思う。来週初め

に工事をする予定だが、やめたいと思う。どう対処すればよいか。 

④ トイレの水を流すと、排水が便器内に浮き上がり、トイレが詰まりかけているがどうしたらよい

か。 

インターネット通信サービス（回線契約、料金請求など）  12件 

① インターネット回線契約を A 社から B 社に乗り換えた。その際工事費用等がキャッシュバック

される契約なのに、3ヵ月たっても戻ってこない。 

② 契約した覚えのないインターネット関連事業者に、毎月 990 円口座から引き落としされている。

解約を申し出ると 2年しばりになっているので、違約金が発生すると言われた。支払い続けない

といけないのか。 

③ 毎月、カード利用明細に身に覚えのない引き落としがある。カード会社に連絡したら、通信キャ

リアに関係するもののようだ。電話で解約を申出るとネットでしか受け付けないと言われた。5

ヵ月前にインターネットの利用を解約しているのでネット環境がない。どうしたらいいか。 

④ 身に覚えのない 23,232 円の請求書が届いた。何かパソコンの更新ソフトのようなものだ。事業

者に電話しても英語のメッセージが流れるだけだ。支払う必要はあるのか。 
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（4）消費生活相談の傾向と特徴 

◆令和 5年度の傾向と特徴 

令和 5年度の相談総件数は 503件で、契約当事者の年齢別では 60歳以上の相談が 288件で全体

の約 57.3％もありました。 

販売購入形態別では、通信販売に関する相談が全体の約 4 割を占めています。その中でも、ス

マートフォン等を利用したインターネット通販による定期購入の相談が多く寄せられました。 

◆特に多かった相談内容 

① インターネット通販 

これまでと同様「お試しと思って安い価格で購入したら、実際は定期購入であった」という相

談が多く寄せられました。 

令和 4 年 6 月に特定商取引法における表示の規制強化がなされたにもかかわらず、相談件数

は高止まりの傾向にあります。 

 ② 偽サイト 

「購入した商品が届かない」などの大手事業者を模した偽サイトの注文事例に関する相談が

昨年度並みに寄せられました。 

 ③ 迷惑メール 

宅配業者と騙り、偽の URLが載った SMSが届いたという相談も多く寄せられました。 

④ 自動音声による電話 

大手通信事業者や電力会社を騙る電話で自動音声ガイダンスによる「料金未納」「番号を押

して」という案内で誘導されたとの相談が急増しました。 

⑤ オンラインゲーム 

保護者から「子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまった」という相談が多く寄せ

られました。契約当事者は小中高生で「課金額が 10万円を超えている」という相談が多く、

中には 100万円を超える相談もありました。 

⑥ 理美容関係や劇場型詐欺 

倒産した美容エステ業者との解約相談、建設会社やハウスメーカーを騙り、介護施設の入居権

利を巡った劇場型詐欺の相談も増えています。 

⑦ その他 

身に覚えのない荷物が届いたという相談や、レスキュー商法といわれるトイレのつまりやロ

ードサービスで、高額な契約をさせられたとの相談もありました。 

また、令和 4年 4月から成年年齢が 18歳に引き下げられましたが、中には若者を狙った悪質

な事業者もいます。 

（5）契約当事者性別・年代別                         （単位：件） 

 

年代  

区分 

20

歳 

未

満 

20
歳
代 

30
歳
代 

40
歳
代 

50
歳
代 

60
歳
代 

70

歳 

以

上 

不

明 

合

計 

4年度計 7 26 27 52 63 73 216 54 518 

5年度計 12 30 26 47 54 68 220 46 503 

男   性 7 13 13 21 27 26 94 15 216 

女  性 4 17 13 26 27 42 124 23 276 

団  体          

不  明 1      2 8 11 
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（6）契約当事者年代別 上位相談内容                   （単位：件） 

              年代  

相談内容  
20歳 
未満 

20歳
代 

30歳
代 

40歳
代 

50歳
代 

60歳
代 

70歳 
以上 

不明 

商品一般   3  5  6  6  43  5  

化粧品 1     1  5  13  9    

役務その他   1    2  2  2  12    

工事・建築・加工     2  1  3  2  11    

他の教養・娯楽 6  1    3  3  5      

電気   1        2  13  1  

移動通信サービス     1      3  8  2  

医療   1  1      3  5  2  

修理・補修   1        2  9    

インターネット通信サービス   2      2    6    

健康食品     2    3    6    

理美容 1 7  3            

他の金融関連サービス    1  2    2  5   

融資サービス     1  5        3  

履物   1      2    3  1  

家具・寝具       1    1  5   

自動車   1  1    3  2      

内職・副業   1  2  3          

魚介類       2      4    

乳卵類       1  1    4    

他の保健・福祉             4  2  

相談その他       2      4    

音響・映像製品     1        4    

医薬品             3  1  

娯楽等情報配信サービス 3    1            

相隣関係               4  

教室・講座   2    2          

電報・固定電話             4    

洋服一般         1      2  

外食・食事宅配     1      2      

玩具・遊具   2      1        

紳士・婦人洋服       1  1      1  

空調・冷暖房・給湯設備   1    1        1  

レンタル・リース・貸借   1  1            

観覧・鑑賞 1  1              

菓子類       1    1      

油脂・調味料       1        1  
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（7）販売購入形態別 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

  

特殊販売形態別グラフ 

店舗購入 
100件 
20.0％ 

特殊販売 
307件 
61.0％ 

不明・無関係 
96件 
19.0％ 

42件 
13.7％ 

198件 
64.5％ 

3件 
1.0％ 

3件 
1.0％ 

2件 
0.6％ 

58件 
18.9％ 

1件 
0.3％ 
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（8）特殊販売 契約当事者年代別・形態別               （単位：件） 

年代 

 

区分 

20
歳
未
満 

20
歳 

代 

30
歳 

代 

40
歳 

代 

50 

歳 

代 

60
歳 

代 

70
歳
以
上 

不 
 

明 

合 
 

計 

訪 問 販 売  5   4  5  5  21 2  42 

通 信 販 売 11 8  9 17  31  31  77 14  198  

マルチ・マルチまがい 

取      引 
            2    2  

電 話 勧 誘 販 売   5 3  2  2 6  37  3  58  

ネガティブ・オプション 

(送り付け商法) 
      1  1      1  3  

訪 問 購 入           1  2    3  

そ の 他 無 店 舗 販 売             1   1  

合    計 11  18  12  24  39  43  140 20  307  

 

 

（9）特殊販売形態別 上位相談内容                   （単位：件） 

訪問販売 通信販売 

相談内容       年度 5年度 4年度 相談内容       年度 5年度 4年度 

工事・建築・加工 10  9  化粧品 28  39  

修理・補修 7  5  商品一般 26  32  

書籍・印刷物 4  0  他の教養・娯楽 13  7  

乳卵類 3  0  役務その他 11  13  

インターネット通信サー

ビス 
2  3  健康食品 8  12  

衛生サービス 2  7  内職・副業 7  7  

役務その他 2  3  家具・寝具 6  8  

商品一般 1  0  履物 6  2  

飲料 1  0  他の教養娯楽品 6  6  

洗濯・裁縫用具 1  1  
インターネット通信サー

ビス 
5  5  
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（単位：件） 

マルチ・マルチまがい取引 電話勧誘販売 

相談内容      年度 5年度 4年度 相談内容       年度 5年度 4年度 

健康食品 1  0  商品一般 15  12  

移動通信サービス 1  0  電気 12  5  

   老人福祉・サービス 4  3  

   他の保健・福祉 3  4  

   魚介類 2  2  

   乳卵類 2  0  

   他の金融関連サービス 2  1  

   電報・固定電話 2  2  

   インターネット通信サー

ビス 
2  2  

   教室・講座 2  0  

 

（単位：件） 

ネガティブ・オプション 
(送り付け商法) 

訪問購入 

相談内容       年度 5年度 4年度 相談内容      年度 5年度 4年度 

商品一般 1  0  商品一般 2  0  

魚介類 1  0  履物 1  0  

他の教養娯楽品 1  0     
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（単位：件） 

 

 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）処理結果別件数                       （単位：件，％） 

年  度 令和 5年度 令和 4年度  

処理結果 件 数 構成比 件 数 構成比 

他 機 関 紹 介 34  6.8  34  6.6  

助 言 398  79.1  382  73.7  

そ の 他 情 報 提 供 11  2.2  10  1.9  

斡 旋 解 決 44  8.7  67  12.9  

斡 旋 不 調 6  1.2  6  1.2  

処 理 不 能 2  0.4  6 1.2  

処 理 不 要 8  1.6  13  2.5  

継 続 処 理 0 0 0  0  

    合     計 503  100.0  518  100.0  

 

 

 

 

 

その他無店舗販売 

相談内容       年度 5年度 4年度 

理美容器具・用品 1  0  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
ご
相
談
は 

セ
ン
タ
ー
へ 
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（11）販売購入形態別件数の推移                   （単位：件） 

区分      年度 令和 5年度 令和 4年度 令和 3年度 令和 2年度 令和元年度 

訪 問 販 売 42 44 51 65 69 

通 信 販 売 198 220 188 197 172 

マルチ・マルチまがい取引 2 1 4 5 2 

電 話 勧 誘 販 売 58 45 23 30 32 

ネガティブ・オプション 
(送り付け商法) 3 0 2 4 3 

訪 問 購 入 3 5 3 3 6 

そ の 他 無 店 舗 販 売 1 1 0 3 2 

特 殊 販 売 の み の 合 計 307 316 271 307 286 

店 舗 購 入 100 93 103 103 103 

不 明 ・ 無 関 係 96 109 146 195 197 

総 合 計 503 518 520 605 586 
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Ⅱ 啓発事業 

 消費者問題の解決や消費者被害の防止には、消費者自身が、消費生活の本質を正しく理解し、

行動することが大切です。そのために、消費者セミナーの開催事業、講師派遣事業、各種情報提

供事業を実施しています。 

1．消費者セミナーの開催事業 

【令和 5年度八幡市生活情報センター寄席】 

令和 4年度に、市制施行 45周年記念事業の一つとして、6年ぶり

に八幡市生活情報センター寄席を開催。好評でしたので、5年度も開

催しました。古典落語の内容から、弁護士に現在の法律からみた契

約に関しての注意事項や特殊詐欺をはじめとする消費者被害の未然

防止策などを解説してもらい、参加者に楽しみながら学んでもらえ

る落語会とトークショー（法解説）を開催しました。 

 

 

月  日 内容及びテーマ 出 演 者 会   場 
受講 

人数 

3／20 

（水・祝） 

令和 5 年度八幡市生活

情報センター寄席 

桂 南光 

桂 米二 

桂 弥壱 

中井 雅之 

二之宮 義人弁護士 

八幡市文化センター 

小ホール 

参加数 

300人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長挨拶 

会場風景 
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【夏休み子どもセミナー】 

 お菓子の賞味期限、消費期限、原材料名、栄養成分

表示についての説明を受け、ポテトチップスの生産工

場の DVDを鑑賞しました。生産工程で生じる、じゃが

いもの皮などの肥料化や排水の浄化など廃棄物の削

減、再資源化の取組を知るとともに、ゲームなどを通

して楽しく学びました。 

 

 

実施日 テーマ 講 師 会 場 
受講

人数 

8/18 

(金) 

夏休みこどもセミナー 

～おやつについて学ぼう～ 

カルビー株式会社  

管理栄養士 

八幡市文化センター 

 講習室 5 

19 

人 

 

【くらしのセミナー】 

消費生活トラブルへの対策や、関心の高いテーマのセミナーを開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 テーマ 講 師 会 場 
受講

人数 

10/19 

(木) 

体験型ネットトラブル対策セミナー 

－ネットトラブルを疑似体験してみよう！  

偽サイト・詐欺サイト－ 

京都府警察サイバー 

犯罪対策課 

八幡市 

文化センター 

 講習室 5 

11 

人 

11/7

（火） 

民法改正と相続の基礎知識 

－相続登記申請の義務化を踏まえて－ 
京都司法書士会 

八幡市 

文化センター 

 第 3会議室 

30 

人 

11/16

（木） 

フリマアプリって何なん？ 

－不用品を安全に出品・購入する方法－ 

西宮市消費生活 

関連登録講師 

マクヒュー芙美 氏 

八幡市 

文化センター 

 講習室 5 

11 

人 

【セミナー風景】 
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2.講師派遣事業（出前講座） 

 団体からの依頼により、次のとおり講師等として相談員を派遣しました。 

実施日 テーマ 主催者 会  場 
受講

人数 

7/20 

（木） 

消費生活について 

（私は大丈夫？みんなで防ごう、消費者被害） 
安居塚老人会 

安居塚 

きつつき集会所 

23 

人 

7/28 

（金） 

消費生活について 

（私は大丈夫？みんなで防ごう、消費者被害） 
安居塚老人会 

安居塚 

きつつき集会所 

20 

人 

 

3.各種情報提供事業 

（1）市広報紙とホームページの利用（月 1回） 

市広報紙「広報やわた」と市ホームページに生活情報センターで受け付けた相談事 

例や生活情報等を掲載し市民への啓発活動を行いました。 

（2）八幡市生活情報センターだよりの発行（年 6回） 

（3）冊子「令和 4年度 消費者行政この 1年」作成 150部 

（4）市内小中学校へ情報提供 

 「消費者行政この 1年」「センターだより 58号～63号」の配布、随時要望に対して情報

提供を行いました。 

（5）街頭啓発 

①消費者月間街頭啓発 5月 27日(土) 

消費者被害を未然に防止するため、八幡警察署と連携して、市内大型店舗において街

頭啓発を実施しました。啓発チラシ、うちわ、エコバッグ等を配布し、注意喚起を行い

ました。 

【啓発風景】 

 

 

 

 

 

 

 

②防犯啓発 6月 9日（金） 

 八幡警察署と防犯協会が主催の街頭啓発に参加しました。 

③府民防犯旬間街頭啓発 7月 11日(月) 

7月 1日から 19日は「府民防犯旬間」です。本市では、八幡警察署と危機管理課が合

同で実施する街頭啓発に参加しました。 
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④二十歳のつどい 啓発 1月 8日（月・祝） 

成人として社会で生きていくためには、自立した消費者としての能力を育むことが重

要であるとされています。二十歳のつどいにおいて参加者に配布される記念品に啓発チ

ラシを封入し、消費者トラブルに巻き込まれることのないよう、注意喚起を行いました。 

⑤ 特殊詐欺被害防止啓発 年金支給日（偶数月の 15日） 

特殊詐欺被害の未然防止に向けて、年金支給日に、八幡警察署、八幡防犯推進委員協

議会男山支部と合同で啓発チラシ等を配布し、注意喚起を行いました。 

（6）「くらしの情報板」の設置（常設） 

生活情報センター内に「くらしの情報板」を設置し、くらしに役立つ情報を掲示してい

ます。 

（7）「消費生活ライブラリー」の設置（常設） 

生活情報センター内で、来庁者が自由に資料を閲覧・入手できるよう、ライブラリーを

設けています。 

（8）「啓発パネル等展示コーナー」の設置（常設） 

生活情報センター内に、啓発パネル等を展示するコーナーを設けています。 

（9）公共施設での啓発資料の配架（常設） 

市役所本庁、生涯学習センター、各図書館、八幡人権・交流センター、有都交流センタ

ー内に消費生活に関する資料を配架しています。 

（10）啓発展示  第 51回市民文化祭 10月 28日（土） 

 文化センター前広場で啓発活動とともに、啓発パネル展示と啓発グッズの配布を行いま

した。 
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Ⅲ 啓発広報記事等 

【広報やわた掲載：生活情報センターだより】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 4月号 

令和 5年 5月号 
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令和 5年 6月号 

令和 5年 7月号 

令和 5年 7月号 
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令和 5年 8月号 

令和 5年 9月号 
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令和 5年 10月号 

令和 5年 11月号 
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令和 5年 12月号 

令和 6年 1月号 
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令和 6年 2月号 

令和 6年 3月号 
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【生活情報センターだより発行  6回発行（奇数月） 全戸配布 32,部/1回 】 

令和 5年 5・6月号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 7・8月号 
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令和 5年 11・12月号 

令和 5年 9・10月号 
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令和 6年 1・2月号 

令和 6年 3・4月号 
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【 消費者教育小冊子 】 

  (くらしの豆知識)【 300部 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

啓発グッズ                   

（エコバッグ）【 2,500個 】         （クリアファイル）【 4,000枚 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二十歳のつどい 啓発リーフレット）【 650部 】 
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Ⅳ 消費者保護の取組 

 

1．家庭用品品質表示法 

 家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護

することを目的としています。 

一般消費者が家庭用品の購入に際し、品質を識別することが困難であり、識別することが特に必

要であると認めるものについて、表示すべき事項の適正化を図るため用品ごとに表示の基準が定め

られています。 

市内に店舗がある販売業者に対し、家庭用品品質表示法の趣旨及び内容、当該事業者の取扱い品

目に関する品質表示内容の周知徹底を図るとともに、その陳列及び販売にあたっては、消費者に見

えやすい表示を行い、かつその内容をわかりやすく説明できる体制を整えるよう立入検査を通じて

指導しています。 

 

家庭用品品質表示法対象品目 

繊維製品 ········· シャツ、ズボン、スカート、布団、カーテンなど。 

合成樹脂加工品 ··· ごみ容器、皿、コップ、バケツ、浴室用器具など。 

電気機械器具  ···· 電子レンジ、電気冷蔵庫、ジャー炊飯器など。 

雑貨工業品 ······· なべ、ティッシュペーパー、机など。 

 

2．消費生活用製品安全法 

 消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の発

生の防止を図り、一般消費者の利益を保護することを目的としています。 

消費者の生命または身体に対して特に危害を及ぼすおそれが高い製品について、危害の発生を防

止するための基準に適合していることや事故防止のための点検期間等の表示、当該表示内容を消費

者に説明することなどが定められています。 

また、消費者に対しては、その定められた点検期間内に点検を行うことなどが定められています。 

市内に店舗がある販売事業者に対し、消費生活用製品安全法の趣旨及び内容、当該事業者の取扱

い品目に関する表示内容の周知徹底を図るとともに、その陳列及び販売にあたっては、消費者に見

えやすい表示を行い、かつその内容をわかりやすく説明できる体制を整えるよう立入検査を通じて

指導しています。 

 

消費生活用製品安全法対象品目 

  特別特定製品 ····· 乳幼児用ベッド、ライターなど。 

  特定製品 ········· 石油ストーブ、乗車用ヘルメットなど。 
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3．家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に基づく立入検査の実施状況 

 八幡市では、京都府からの権限移譲に伴い、平成 24年度から市内事業所への立入検査を実施して

います。検査店舗は年度ごとに市内事業所から選定しています。 

 

立入検査実施状況 

区分 

年度 

家 庭 用 品 消費生活用製品 

検査店舗数 検査品目数 検査店舗数 検査製品数 

令和 5年度 － － 4 2 

令和 4年度 4 6 － － 

令和 3年度 3 5 3 2 

令和 2年度 － － － － 

令和元年度 － － 4 2 

※令和 2年度は、家庭用品の実施を予定していましたが、コロナ禍の状況で不実施とし

ました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費生活トラブル相談窓口 

八幡市生活情報センター 
 

 

〒614－8373 

京都府八幡市男山八望３－１ Ｂ５１棟 １階 
 

TEL ０７５－９８３－８４００ 

FAX ０７５－９８３－８４０１ 

 

 

交   通 

京阪電車 「石清水八幡宮」「樟葉」駅からバス乗車 

「中央センター前」下車徒歩約 1～3分 

マスコットキャラクター 

クーリン君 

中央センター前 

美
杉
会 

男
山
病
院 

◎この印刷物は環境に配慮した古紙を配合した印刷用紙を使用しています。 


